
 

 

 

 

 

 

 

 

執務参考資料 

ディジタルオルソ作成の 

海外測量（基本図用）作業マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年２月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

社会基盤部 



 

 ii 

ディジタルオルソ作成の海外測量（基本図用）作業マニュアル 改訂履歴 

概要 作成日 作成機関 

作成 平成 18年 12月 独立行政法人 国際協力機構 

制定 令和 ４年 2月 28日 独立行政法人 国際協力機構 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 

 

目  次 

 

 

 

[序] 概 説 .................................................................. 1 

１. はじめに ........................................................... 1 

２. ディジタルオルソとは ............................................... 1 

３. ディジタルオルソ作成の作業マニュアル ............................... 4 

第１編  総 則 .............................................................. 5 

第２編  ディジタルオルソの作成 ............................................. 11 

第１章   概 説 ........................................................... 11 

第１節   要 旨 ......................................................... 11 

第２章   ディジタルオルソの作成 ........................................... 16 

第１節   作業計画 ....................................................... 16 

第２節   空中写真の数値化 ............................................... 17 

第３節   衛星画像の分解能 ............................................... 19 

第４節   数値地形モデルの作成 ........................................... 20 

第５節   正射変換 ....................................................... 24 

第６節   モザイク ....................................................... 28 

第７節   ディジタルオルソデータファイルの作成 ........................... 29 

第８節   成果等の整理 ................................................... 33 

第３編   資 料 ............................................................. 35 

第１章   標準様式 ......................................................... 35 

１.  精度管理表 ..................................................... 35 

２.  モザイク品質分類図 ............................................. 35 

３.  施工管理 ....................................................... 35 

第２章   参考資料 ......................................................... 43 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 1 

[序] 概 説 

 

１. はじめに 

オルソフォト作成とは、空中写真や衛星画像などを正射変換した後、必要に応じてモザ

イクすることにより、オルソフォトを作成する作業をいう。 

現在、オルソフォト作成は、測量作業のIT 化の進展とともに、ディジタル技術が導入

され、使用する機器や作業方法が大きく変更されているのが実態である。 

一方、ディジタルオルソ作成に使用される機器は、コンピュータとソフトウェアで構成

され、機器の仕様と操作方法は、従来のアナログ機器を使用したオルソフォトの作成と比

べると多岐にわたっており、統一的な仕様に基づいた作業は実施されていない。したがっ

て、作成された測量成果の品質についての一般的な規格や基準がないのが現状である。 

ディジタルオルソ作成の海外測量（基本図用）作業マニュアル（以下、「本マニュア

ル」という。）は、これらの状況を踏まえ、数値化した空中写真や衛星画像などから正射

変換処理したディジタル画像を作成する作業方法を「ディジタルオルソ作成」として位置

づけ、標準的な作業方法と測量成果の品質基準を明示し、独立行政法人国際協力機構（以

下、「機構」という。）が実施する海外測量作業（基本図作成）におけるディジタルオル

ソ作成の効率的な実施と利用促進を図ることを目的としてとりまとめたものである。 

 

２. ディジタルオルソとは 

従来のアナログ方式により作成されたオルソフォトが、トポカルトオルソフォト、オル

ソプロジェクターGZ-1、アビオプラン OR-1 等の正射投影機を用いて機械的に空中写真を

正射投影に変換してフィルムや印画紙に焼き付けたものであるのに対し、ディジタルオル

ソは、数値化した空中写真や衛星画像などの各画素を外部標定要素と数値地形モデルを用

いて正射影の位置に再配列したディジタル画像である。この再配列を正射変換と呼び、空

中写真の中心投影や標高による水平位置のずれを、数値地形モデルを用いて取り除いてい

る。 

図 1 は、中心投影である空中写真（左）とその空中写真を正射変換したディジタルオル

ソ（右）である。空中写真（左）ではダム湖を取り囲む周囲の山が、ディジタルオルソ（右）

ではダム湖（写真主点）に近づき、その結果、ディジタルオルソ（右）の端では画像のな

い黒い部分が生じている。空中写真（左）では、カメラに近い被写体は大きく、カメラに

遠い被写体は小さく写る。これは、被写体の比高差および地表面の起伏による歪みである。

外部標定要素と地形の高さ情報を用いて、正射影に変換することによりディジタルオルソ

では、この歪みを補正している。 
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図 1 空中写真（左）とディジタルオルソ（右） 

 

ディジタルオルソは、被写体から反射された光がレンズ中心を直進して投影された中心

投影（図 2(a)）である空中写真等を地図と同じ正射投影（図 2(b)）に変換した画像である。

したがって、ディジタルオルソは、地図データと重ね合わせて利用することが可能である。 

 

 

図 2 中心投影（空中写真）と正射投影（ディジタルオルソ） 

 

正射変換の原理は、図 3 のとおりである。図中のA 地点は、正射投影である地図にお

いてはA’の地点に投影される必要があるが、中心投影である空中写真ではB’の地点に投影

されている。したがって写真上では、A 地点はa の地点に写像されるが、地図と同じ正

射投影にするためにはa’の地点へ変換する必要がある。このa 地点からa’地点への変換

は、図 3 に示されているとおりＡ地点からA’地点までの標高と投影中心の鉛直線からA 

地点への角度θが分かれば、h･tanθとして得られた位置へ移動させることにより実現で

きる。 

このとき、h はディジタルステレオ図化機等による計測から、θは空中写真の外部標
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定要素から得ることができる。 

衛星画像の多くの場合はラインセンサにより取得されたものであり、中心投影と平行投

影の組み合わせである。したがって、厳密な意味での中心投影とは言えないが、空中写真

と同じく、外部標定要素と地形の高さを用いて、正射投影に変換することは可能である。 

 

図 3 正射変換 

正射変換で用いる数値地形モデルには、データ構造の違いにより以下の種類がある。 

・ 標高情報を格子状のデータにしたグリッド 

・ 三角形の面データの集合として地形を表現した不整三角網（TIN: Triangulated 

Irregular Network) 

また、数値地形モデルには、標高の採用基準の違いで以下の種類がある。（図 4） 

・ 地表面の標高を表すモデルである DTM（Digital Terrain Model） 

・ 人工構造物や植生などの土地被覆を含めた表層面の標高を持つモデルである 

DSM（Digital Surface Model） 

正射変換で用いる数値地形モデルは基本的にはDSMを必要とするが、本マニュアルでは

地形図の等高線から作成したモデルのように、DTMを使用することも可とする。 

 

 

図 4 DTMと DSM 
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３. ディジタルオルソ作成の作業マニュアル 

 

１）目的と適用範囲 

本マニュアルは、国際協力機構海外測量(基本図用)作業要領第１０条（機器等及び

作業方法に関する特例）を適用し、海外測量においてディジタルオルソを作成する場

合の標準的な作業方法を定め、その規格の統一、成果の標準化及び必要な精度の確保

に資することを目的とする。 

 

２）本マニュアルの構成 

本マニュアルは、ディジタルオルソを作成する際の標準的な作業方法、使用する機

器等の必要な事項について規定している。 

また、測量技術としてのディジタルオルソの作成に対する理解を深め、その利用の

普及・促進を図るため、条文、運用基準のほかに解説を加えている。なお、本マニュ

アルの全体構成は、次のとおりである。 

① 第１編 総則 

本マニュアルの目的、ディジタルオルソを作成するにあたっての条件及びデー

タの取り扱い等について規定している。 

② 第２編 ディジタルオルソの作成 

ディジタルオルソ作成の規格、作成するにあたっての工程別作業区分及び作成

手法等について規定している。 

③ 第３編 資料 

数値地形モデルの作成及びディジタルオルソ作成の精度管理やモザイク品質

分類図などの標準様式を規定するとともに、空中写真用スキャナの定期点検証明

書の事例を示している。 
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第１編 総 則 

 

（目 的） 

第１条 本マニュアルは、海外測量(基本図用)作業要領（２０２２年２月）第１０条「機

器等及び作業方法に関する特例」に基づいて実施する海外測量作業（基本図作成）

におけるディジタルオルソの標準的な作成方法を定めることにより、その規格の

統一、成果の標準化及び必要な精度の確保に資することを目的とする。 

 

[解 説] 

 海外測量(基本図用)作業要領第１０条を次に表示する。 

 

（機器等及び作業方法に関する特例） 

第１０条 作業機関は、この要領に定めるものと異なる機器等又は作業方法については、

必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと、機構が承認した場合に限り、

作業の一部に用いることができる。 

２  この要領に定める作業の方法、基準、項目及び工程等は、機構が承認した場合に限

り変更することができる。 

 

（海外測量(基本図用)作業要領の準用） 

第２条 本マニュアルに定めるもの以外は、海外測量(基本図用)作業要領の関係規定を

準用する。 

 

[解 説] 

 本マニュアルでは、ディジタルオルソ作成に特有な事項について記述している。本マニ

ュアル以外の事項は、海外測量(基本図用)作業要領を準用することが必要である。 

 

 

（ディジタルオルソを利用する海外測量） 

第３条 海外測量作業（基本図作成）でのディジタルオルソ作成は、空中写真から空中

写真用スキャナにより数値化した数値写真、ディジタル航空カメラによって撮影

された写真画像、衛星画像など（以下、「数値写真」という。）を、ディジタルス

テレオ図化機等を用いて正射変換し、ディジタルオルソデータファイルを作成す

る作業をいう。これには、隣接する正射投影画像をディジタル処理により結合さ

せたモザイク画像を作成する作業を含むものとする。 

[解 説] 

 ディジタルオルソ作成に使用する標準的な機器とソフトウェアの構成は、空中写真用ス
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キャナ、ディジタルステレオ図化機、正射変換ソフトウェア、モザイクソフトウェアによ

って構成される。 

１．空中写真用スキャナ 

空中写真用スキャナは、空中写真フィルムを数値化し、数値写真を作成する。 

２．ディジタルステレオ図化機 

ディジタルステレオ図化機は立体モデルを構成する 1 対の数値写真から標高を自

動抽出あるいは数値図化により数値地形モデルを作成する。 

３．正射変換ソフトウェア 

正射変換ソフトウェアは、数値写真の外部標定要素と数値地形モデルを用いて、数

値写真を正射投影に変換し、正射投影画像を作成する。 

４．モザイクソフトウェア 

モザイクソフトウェアは、隣接する各正射投影画像をディジタル処理により重ね合

わせて結合し、連続した一連のモザイク画像を作成する。また、モザイク画像から

任意の範囲で分割したディジタルオルソデータファイルを作成する。 

 

（使用する機器等） 

第４条 ディジタルオルソ作成に用いる主要な機器は次に掲げるもの、あるいはこれと

同等以上の性能を有する機種とする。 

(１) 空中写真用スキャナ 

空中写真用スキャナは、空中写真フィルムをスキャンし、数値写真を画像形式

で取得及び記録する機能を有するスキャナ、コンピュータプログラム、電子計

算機及び周辺機器で構成されるシステムをいい、所定の精度を保持できる性能

を有するものとする。 

(２) ディジタルステレオ図化機 

ディジタルステレオ図化機とは、立体視可能な数値写真からステレオモデルを

作成及び表示し、地図情報を数値形式で取得及び記録する機能等を有するコン

ピュータプログラム、電子計算機及び周辺機器で構成されるシステムをいい、

所定の精度を保持できる性能を有するものとする。 

 

＜第４条 運用基準＞ 

１． 空中写真用スキャナの構成は、電子計算機、画像表示ディスプレイ、ロールフィ

ルム装着及びフィルム圧定装置等で構成されるものを標準とする。 

２．空中写真用スキャナの性能は以下の精度を有するものとする。 
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項  目 性 能（精度） 

光学分解能 21μm 以内 

最小スキャンサイズ 240mm × 240mm 以上 

スキャン画像の色階調 24bitフルカラー以上 

スキャン画像の幾何精度 2μm（平均二乗誤差）以内 

３． 空中写真用スキャナは、点検技術を有する第三者機関の点検を受けたものとし、

点検の有効期間は6ヶ月とする。空中写真用スキャナの定期点検証明書は、機器

メーカーが定期点検報告用として使用している様式で、機構の承認を得るものと

する。 

４． 点検に使用する格子板は、5 × 5点以上の格子密度を有し、240mm × 240mm 範

囲の幾何精度を検証可能な各空中写真用スキャナに付属する精密格子板とし、第

三者機関による検定を受けたものとする。 

５． ディジタルステレオ図化機の構成及び機能は、次のものを標準とする。 

１） ディジタルステレオ図化機は、電子計算機、立体視装置、ディスプレイ及び

三次元マウス又はXYハンドル・Z 盤等で構成されるものとする。 

２） 内部標定、相互標定、対地標定の機能又は外部標定要素によりステレオ表示

が行えるものとする。 

３） X、Y、Z の座標値と所定のコードが入力・記録できる機能を有するものと

する。 

４） 正射変換等の機能を有するものとする。 

６． ディジタルステレオ図化機の座標読取は、サブピクセルまで読める性能を有する

ものとする。 

 

[解 説]  

１．サブピクセルとは、数値写真の最小単位であるピクセル（画素）を細分化した仮想的

な画素であり、細分化の度合いは限定しない。 

 

 

（作業計画） 

第５条 測量作業機関（以下「作業機関」という。）は、作業着手前に作業の方法、使

用する主要な機器、要員、日程などについて適切な作業計画を立案し、これを機

構に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとすると

きも同様とする。 
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（工程管理） 

第６条 作業機関は、前条の作業計画に基づき適切な工程管理を行わなければならな

い。 

２ 作業機関は、作業の進捗状況を随時機構に報告しなければならない。 

 

 

 

（精度管理） 

第７条 作業機関は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、その結

果に基づいて精度管理表を作成し、これを機構に提出しなければならない。 

２ 作業機関は、各工程別作業の終了時、その他適切な時期に所要の点検を行わなけ

ればならない。 

 

＜第７条 運用基準＞ 

１．数値地形モデルファイル及びディジタルオルソデータファイルは、図郭単位に

精度管理を行うものとする。 

２．本マニュアルに規定していない工程については、海外測量(基本図)作業要領第

３編地形図作成作業の規定に準ずる。 

３．点検測量率は、特に定めるもの以外は、海外測量(基本図用)作業要領第７条(精

度管理)に準ずる。 

 

[解 説]  

１．標準的な精度管理の流れは、下図に示すとおりであり、点検による繰り返し作業が必

要である。 

１) 数値写真の点検は、使用する画像間の色調が均質であるかを確認する。しかし、

全体を均質な色調にすることは技術的に困難である。また、色調は、感覚的に判

断されるため、色調に関する合否判定基準については、機構と作業機関との間で

合意しておくことが望ましい。 

２) 空三成果の点検では、空中三角測量成果に問題が無いことと、外部標定要素を利

用して正常にステレオペアを構成できることを確認する。問題があれば、空中三

角測量をやり直すなどの対応をとる。 

３) 数値地形モデルの精度管理では、作成された数値地形モデルをステレオモデル上

に重ね合わせ表示し、第１１条第２項の規定を満たしていない標高点は、修正編

集する。 

４) 平面位置精度点検では、立体モデルを構成する数値写真で明瞭な地物を選び水平

位置座標を計測し、その計測点をディジタルオルソ上でも計測し平面位置を点検
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する。第１１条第２項の規定を満たしていない部分については、その位置の数値

地形モデルを修正する。 

５) モザイク画像間位置接合の精度管理は、モザイク後の正射投影画像の接合部分に

おける位置ずれを目視にて点検し、第１１条第２項の規定を満たしていない部分

については該当する位置の数値地形モデルを修正する。 

６) モザイク画像間画質(色)接合の精度管理は、モザイク後の正射投影画像間におけ

る画質の差異を目視にて点検し、不合部分については該当する正射画像の画質を

修正する。 

 

 

 

数値写真の準備 数値地形モデルの作成 

 1) 数値写真の点検 3) 数値地形モデルの点検 

正 射 変 換 

モ ザ イ ク 

4) 平面位置精度点検 

5) モザイク画像間位置接合点検 

6) モザイク画像間画質(色) 接合点検 

作 業 完 了 

画質調整 

空中三角測量 

2) 空三成果の点検 
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（資料及び成果等の様式） 

第８条 ディジタルオルソの作成における資料、成果等は、標準的な様式で作成する

ものとする。ただし、成果等の使用、保存等に支障がないと認めて機構が指示

し、又は承認した場合に限り、異なる様式により作成することができる。 

 

＜第８条 運用基準＞ 

標準的な様式は、本マニュアルに規定するものとする。 
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第２編 ディジタルオルソの作成 

 

第１章 概 説 

 

第１節 要 旨 

 

（要 旨） 

第９条 ディジタルオルソの作成とは、数値写真を正射変換した正射投影画像を作成し

た後、ディジタルオルソデータファイルを作成する作業をいい、必要に応じてモ

ザイク画像を作成する作業を含む。 

 

 

 

（方 法） 

第１０条 ディジタルオルソの作成は、正射投影法により行うものとする。 

 

[解 説]  

正射投影法とは、外部標定要素および数値地形モデルを用いて数値写真を正射投影画像

に変換する方法である。 
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（ディジタルオルソの規格） 

第１１条 ディジタルオルソとは、数値写真から正射変換されたディジタル画像であり、

写真図作成等の目的で重ね合わせ表示する注記等のデータについては、これに

は含まないものとする。 

２ ディジタルオルソの精度は、次表に掲げるものを標準とする。 

 

ディジタルオルソの精度 諸 元 

地図情報 

レベル 
水平位置精度 地上分解能 

撮影縮尺 

(アナログ写真

の場合) 

数値地形モデル 

グリッド 

間隔 

標高点 

精度 

2500 1.75m 以内 0.4m 以内 

1/10,000 ～

1/15,000 
17.5m 以内 1.0m 以内 

5000 3.5m 以内 0.8m 以内 
1/20,000 ～

1/25,000 
3.5m 以内 2.5m 以内 

10000 7.0m 以内 1.0m 以内 
1/30,000 ～

1/35,000 
70. m 以内 5.0m 以内 

25000 17.5m 以内 2.5m 以内 
1/40,000 ～

1/45,000 
175 m 以内 5.0m 以内 

50000 35.0m 以内 5.0m 以内 
1/50,000 ～

1/60,000 
350m 以内 10.0m 以内 

100000 70.0m 以内 10.0m 以内 
1/50,000 ～

1/60,000 
700m 以内 25.0m 以内 

 

＜第１１条 運用基準＞ 

ディジタルオルソの水平位置精度は、地上分解能、撮影縮尺、数値地形モデルのグ

リッド間隔及び標高点精度の組合せによって異なる。また、地形形状にも大きく影響さ

れるため、地形形状を考慮して標高の取得方法を決定する必要がある。 

 

［解説］ 

１．ディジタルオルソの水平位置精度は、建物下部、樹木下部等の地表面に接続した部分

を対象とする。建物上部、樹木上部等については、水平位置精度を満たすことを要件

としない。 

２．地上分解能は、数値写真の画素を地上に投影した大きさであり、その 1 辺の長さで表

す。 

３．ディジタル航空カメラで得られた写真の場合は、アナログ空中写真を約 20μmでスキ



 

 13 

ャンした画像に相当するものと考える。 

４．標準値は、海外測量(基本図用)作業要領第３編地形図作成作業の規格である数値地形

図の水平位置精度図上 0.7mm 以内（標準偏差）により区分している。地上分解能は、

水平位置精度と判読性を勘案し、水平位置精度の概ね 1/5 以内とする。数値地形モデ

ルのグリッド間隔は、水平位置精度の 10 倍以内を目安とする。また、数値地形モデル

の標高点精度は、地形図作成における等高線間隔の 1/2 以内を基準とする。 

 

縮 尺 等高線間隔 

1/2,500 2.0m 

1/5,000 5.0m 

1/10,000 10.0m 

1/25,000 10.0m 

1/50,000 20.0m 

1/100,000 50.0m 

 

５．必要とする水平位置精度により撮影縮尺もしくは地上分解能、数値地形モデルのグリ

ッド間隔および標高点精度を決定する。また、必要とする画質(見映え)によって、色

調やモザイクの調整の作業量、局所歪み除去のための数値地形モデルの編集の作業量

が決まり、作業の経費、工期に大きな違いが生じる。これらについては、作業の目的

だけでなく、経費、納期等を十分に考慮して、機構と作業機関との間で誤解が生じな

いように調整することが必要である。 

６．不整三角網の三角面の密度は、グリッド間隔に内挿した場合に、標準値として規定す

る標高点精度が得られるものとする。 

７．ディジタルオルソデータファイルに重ね合わせる主なデータとしては、次のものが挙

げられる。 

① 等高線 

② 注記 

③ 行政界 

④ その他 

 

測量成果に等高線や注記等を付加する場合には、次のような追加作業が必要となる。

なお、これらの作業は海外測量(基本図用)作業要領第３編第７章数値図化等によって

作成することができる。 

(１) 等高線は、数値地形モデルから自動生成する方法と数値図化によって描画する

方法で作成することができる。また、数値地形モデルから自動生成する方法で

は、自動生成したものを図式と同等の表現にするために、次のような作業が必
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要となる。 

・ 道路との交差や建物迂回などの地物との編集 

・ 道路や河川等の記号内部の間断 

(２) 注記は、現地調査や既存資料からの入力、あるいは既存データからの変換によ

って作成することができる。 

(３) 行政界は、既存資料からの入力、あるいは既存データを変換することによって

作成することができる。 

 

７. ディジタルオルソデータファイルに重ね合わせるデータは、別ファイルとして作成し、

ディジタルオルソデータファイルの画素を書き換えないものとする。 

 

（工程別作業区分及び順序） 

第１２条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。ただし、機構が指示し、又は

承認した場合は、これを変更し、又は一部を省略することができる。 

(１) 作業計画 

(２) 標定点の設置 

(３) 対空標識の設置 

(４) 撮 影（もしくはアーカイブ画像検索） 

(５) 刺 針 

(６) 標定点の座標取得 

(７) 空中写真の数値化 

(８) 空中三角測量 

(９) 数値地形モデルの作成 

(１０)正射変換 

(１１)モザイク 

(１２)ディジタルオルソデータファイルの作成 

(１３)成果等の整理 

 

[解 説]  

１．撮影された空中写真は、現像されたロールフィルムから数値化が行われ、写真単位で

数値写真の画像ファイルが作成される。（ただし、ディジタルカメラで撮影された場合

は、写真現像および数値化作業が不要となる。）数値写真は、空中三角測量の成果であ

る外部標定要素と別途ディジタルステレオ図化機等で作成された数値地形モデルを用

いて正射変換され、写真単位の正射投影画像が作成される。正射投影画像は、図郭又

は作成区域を満たすように結合され、モザイク画像が作成される。その際、正射投影

画像の作成に際しては、写真の幾何的歪みが少ない中央部のみを使用する。最後に、
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モザイク画像は成果の格納単位に分割され、ディジタルオルソデータファイルとして

整理される。なお、衛星画像を利用する場合も空中写真を利用する場合の作業工程に

準ずるものとする。 

２．ディジタルオルソに等高線や注記などを重ね合わせる場合には、国際協力機構海外測

量(基本図用)作業要領第３編第７章数値図化の規定を準用し、ディジタルオルソの工

程に現地調査、数値編集、数値図化を追加する必要がある。 

【ディジタルオルソ作成の標準的な工程別作業フロー】 

(空中写真を利用する場合) 

 



 

 16 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 ディジタル オルソの作成 

 

第１節 作業計画 

 

（要 旨） 

第１３条 作業計画は、海外測量(基本図用)作業要領第１編第５条(作業計画)の規定に

より、工程別に作成するものとする。 

 

作業計画 

標定点設置 

対空標識設置 

撮影／アーカイブ画像検索 

刺  針 

空中写真数値化 

空中三角測量 

標定点測量 

ディジタルオルソデータファイル作成 

数値地形モデルの作成 

正射変換 

モザイク 

成果等の整理 
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（使用数値写真） 

第１４条 数値写真は、原則として、作業着手前1年以内に撮影されたものを用いるもの

とする。 

 

＜第１４条 運用基準＞ 

使用する数値写真は、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等によって

現れる色調差や被写体の変化を考慮して採用するものとする。 

 

［解説］ 

１．撮影は、海外測量（基本図用）作業要領第３編第4章第1節撮影の規定を準用する。空

中写真の画質は、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等により、写真ご

とに色調が異なり、空中写真の数値化からモザイクまでの工程で画像データの調整に

よって作成範囲全体の色調を均一化することは困難である。したがって、既存の空中

写真を使用する場合には、予め同一条件で撮影された均質な画質の空中写真を採用す

ることが望ましい。衛星画像を採用する場合も空中写真の場合に準ずる。 

２．撮影条件の相違により色調の調整が困難な場合には、機構と作業機関との間で協議を

行う。 

 

第２節 空中写真の数値化 

 

（要 旨） 

第１５条 空中写真の数値化は、空中写真用スキャナを使用して空中写真をスキャンす

ることにより、数値写真を作成することをいう。 

 

 

 

（スキャニング） 

第１６条 スキャニングは、原則として、ロールフィルムから直接行うものとする。 

 

＜第１６条 運用基準＞ 

１． スキャニングの前にロールフィルムに付着したゴミ、汚れ、ほこり等を除去す

るとともにキズやへこみ等の点検を行うものとする。 

２． ロールフィルムを装填する直前には、空中写真用スキャナのフィルム架台のゴ

ミ、汚れ、ほこり等を除去する。 
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３． 色調補正を行うためのプレスキャンは、原則として撮影コースごとに始点と終

点で行うものとし、さらに、撮影コース内で顕著に色調が変わる地域がある場

合には、これらを分けて行うものとする。 

４． スキャンした数値写真は、土地被覆、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置

との関係等を考慮して抜き取りを行い、全体の色調が統一されているか点検す

るものとする。 

 

［解説］ 

１．スキャニング時のロールフィルムの圧定は、センサにより動作の点検を行っている機

種と内部標定に点検を依存する機種が存在する。圧定に不具合が存在した場合には、

内部標定結果として表出されるため、内部標定結果に異常が見られる場合には、圧定

装置についても点検する必要がある。 

２．空中写真では、光学レンズの影響による周辺部の減光や、太陽方向との関連によるシ

ャドースポット、ハレーション等で色調が一定とはならない。また、フィルムの現像

処理や空中写真の数値化により、色調が変化する。このため、特にカラー写真では、

隣接写真の重複画像部分での色調差が大きいと、モザイクした境界に色調差が際立つ

こととなる。このため、モザイクを行う前に重複画像の色調をある程度統一したり、

モザイク後に接合部の濃度変化を段階的に調整したりする必要があるが、完全な調整

は困難である。したがって、空中写真の数値化時に適切な色補正を行っておくことが

重要である。 

 

（スキャニング分解能） 

第１７条 スキャニング時の最小地上分解能は、第１１条第２項に準じて、撮影縮尺と

地上分解能の関係に基づいて決定する。 

２ 色の階調は、原則として、24bit フルカラー以上とする。 

 

［解説］ 

１．撮影縮尺とスキャニング分解能及び地上分解能の関係は、次表のとおりである。 

スキャニング分解能 

撮影縮尺 
10 μm 20 μm 30 μm 

1/10,000 0.10 0.20 0.30 

1/20,000 0.20 0.40 0.60 

1/30,000 0.30 0.60 0.90 

1/40,000 0.40 0.80 1.20 

1/50,000 0.50 1.00 1.50 
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＊ 地上分解能の単位[m] 

 

２．画像圧縮を行う場合には、ロスレス圧縮でなければならない。 

 

第３節 衛星画像の分解能 

 

（要  旨） 

第１８条 衛星画像の最小地上分解能は、第１１条第２項に準じて、地図情報レベルと

地上分解能の関係に基づいて決定する。 

 

２ 地図情報レベルと地上分解能は、次表に掲げるものを標準とする。 

地図情報レベル 地上分解能 

5000 0.8m 以内 

10000 1.0m 以内 

25000 2.5m 以内 

50000 5.0m 以内 

100000 10.0m 以内 

 

３ 対象とする主な衛星画像と地上分解能を、次表に掲げる。 

名称 地上分解能 

QuickBird 0.61～0.72m (Pan) 

2.44～2.88m (MX) 

IKONOS 0.82～1.0m (Pan) 

3.3～4.0m (MX) 

OrbView-3 1.0m (Pan、直下視) 

4.0m (MX、直下視) 

ALOS 2.5m (Pan、直下視) 

10m (MX、直下視) 

SPOT-5 5m(画像処理によって 2.5m) (Pan、直下視) 

10m (MX、直下視) 

SPOT-1/2/3/4 10m (Pan、直下視) 

20m (MX、直下視) 

          注）Pan=Panchromatic、MX=Multi Spectral 
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第４節 数値地形モデルの作成 

 

（要 旨） 

第１９条 数値地形モデルの作成とは、自動標高抽出技術等により標高を取得し、数値

地形モデルファイルを作成する作業をいう。 

 

 

（標高の取得） 

第２０条 標高の取得は、ディジタルステレオ図化機等を用いて、第１１条第２項の規

定を満たす必要十分な数値地形モデルのグリッド間隔を確保するとともに、必

要に応じて局所歪みを補正するための地性線等を取得する。 

２ 標高の取得には、自動標高抽出技術、等高線法、ブレークライン法、標高点計測

法又はこれらの併用法を用いる。 

 

＜第２０条 運用基準＞ 

１． 自動標高抽出技術によるグリッド間隔は、画像相関間隔が第１１条第２項の規定

に準ずるグリッド間隔を満たすものとする。 

２． 等高線法による等高線の間隔は、第１１条の規定する標高点精度の 2 倍を原則と

し、等傾斜の地形では適宜間隔を広げることができる。 

３． ブレークライン法によりブレークラインを選定する位置は、次のとおりとする。 

１) 段差の大きい人工斜面、被覆などの上端と下端 

２) 高架道路や立体交差の道路縁 

３) 尾根や谷、あるいは主な水涯線 

４) 地形傾斜の連続的な変化を表す地性線 

５) その他、地形を明確にするために必要な地形形状 

４． 標高点計測法により標高点を選定する場合は、海外測量(基本図用)作業要領第３

編第７章第１６６条(標高点の選定)の規定を準用する。 

５． 標高を取得する範囲は、ディジタルオルソデータファイルを作成する区域を完全

に網羅しているものとする。 

６． 河川や小規模な湖沼等の陸水面は、地表面に分類し、その標高値は、周辺陸域の

最近傍値からの内挿処理によって与えるものとする。 

７． 既成の数値地形モデルを使用する場合は、データの品質や経年変化等についての

点検を行う。 

 

 [解 説]  
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１．自動標高抽出技術は、立体モデルの対となる数値写真の同一点を画像相関等により検

出することにより、数値写真の視差差を算出して標高に変換する技術である。 

２．等高線法は、数値図化により等高線形式で標高データを取得する方法である。 

３．ブレークライン法は、数値図化により地形形状が連続的に変化する被覆の上端・下端

や地性線等を三次元の線として取得する方法である。 

４．標高点計測法は、数値図化により標高を取得する方法であり、他の方法で取得した数

値地形モデルで標高が不足する箇所などに用いる。 

５．標高の取得方法の優劣は、地形形状によって異なるが、高精度な数値地形モデルを作

成するには、ブレークライン法が有効である。ブレークラインを制約条件として作成

された不整三角網は、地形を最も忠実に再現した数値地形モデルとなる。一方、自動

標高抽出技術や等高線法では、標高点や等高線の間隔を細かくするほど地形を忠実に

再現できるが、これらの間隔には限界がある。通常、数値地形モデルに変換した際に

地形形状が平滑化されてしまい局所的な歪みの原因となる場合がある。 

 

（数値地形モデルへの変換） 

第２１条 数値地形モデルへの変換は、前条で取得した標高により第１１条第２項の

規定に準ずるグリッド、または不整三角網へ変換する。 

 

＜第２１条 運用基準＞ 

１． 数値地形モデルの形状をグリッドで作成する場合は、グリッド間隔は第１１条

第２項の規定に準ずる。 

２． 不整三角網を使用する場合は、グリッドと同等以上の地形表現が可能な形状と

する。 

３． 数値地形モデルを作成する範囲は、ディジタルオルソデータファイルを作成す

る区域を完全に網羅しているものとする。 

 

 [解 説]  

以下に示すのは、標準的な数値地形モデルの例である。 

 

１．数値地形モデルの取得分類は、次表のとおりとする。 

例) 

大分類 分類 名 称 備 考 

地
形

等 

数
値

地
形

モ
デ

ル 

グリッドデータ 

自動標高抽出技術により作成、ある

いは等高線やランダムポイント、ブ

レークラインから生成 
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不整三角網 

グリッドデータ、ランダムポイント

*、ブレークライン*、等高線等から

生成 

＊ ランダムポイント：標高点計測により取得 

＊ ブレークライン：ブレークライン法により取得 

 

２．数値地形モデルは、標高が取得されている位置にしたがい、次表のとおり図形区分で

分類する。 

 

      例) 

コード 内 容 備 考 

00 地表面 

数値地形モデル 51 表層面 

52 海水面 

 

３．海水面には、大規模な湖沼を含むものとする。 

 

 

（数値地形モデルの編集） 

第２２条  数値地形モデルの編集とは、作成された標高データをステレオモデル上に表

示し、著しく地表面と異なった点を修正する作業をいう。 

 

＜第２２条 運用基準＞ 

数値地形モデルの修正は、ディジタルステレオ図化機等を用いて行うものとする。 
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（数値地形モデルファイルの作成） 

第２３条  数値地形モデルファイルの作成は、編集後の数値地形モデルを用いて所定の

形式で作成する。 

 

＜第２３条 運用基準＞ 

１． 数値地形モデルファイルは、標準的なフォーマットを採用し、具体的仕様を明

示するものとする。 

２． 数値地形モデルファイルの格納単位は、ディジタルオルソデータファイルの格

納単位と同一とする。 

３． 不整三角網の数値地形モデルファイルを格納する場合、図郭にまたがる三角形

は複数の三角形として図郭線による分割処理を行う。 

 

[解 説]  

１． 数値地形モデルファイルの標準的なフォーマットの例を以下に示す。 

  ASCII DTM、ASCII ARC Grid、DTED、USGS SDTS など。 

２． 数値地形モデル（グリッド）は、グリッドレコードを用いるものとする。 

３． 数値地形モデル（グリッド）の原点座標は、図郭原点からグリッド間隔の 2 分の 

1 の位置を標準とする。 

４． 数値地形モデル（不整三角網）は、標準的なフォーマットを採用し、具体的な仕様

を明示するものとする。 
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（数値地形モデルファイルの点検） 

第２４条 数値地形モデルファイルの点検は、前条で作成した数値地形モデルを用いて

行うものとする。 

２ 数値地形モデルの標高点精度は、第１１条第２項の規定に準ずる。 

 

＜第２４条 運用基準＞ 

１． 点検位置は数値地形モデルファイルから無作為に抽出された標高点とする。 

２． 点検は、ディジタルステレオ図化機等を用いて立体計測された標高点と抽出され

た数値地形モデルファイル内の標高点を比較し、精度管理表にまとめるものとす

る。 

 

［解説］ 

中山間地域や森林地域等のように標高の点検に使用できる明瞭な地物が十分には存在

しない地域については、機構と作業機関との間で点検数や場所を協議する。 

 

第５節 正射変換 

 

（要 旨） 
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第２５条 正射変換とは、数値写真を中心投影から正射投影に変換し、正射投影画像を

作成する作業をいう。 

 

[解 説]  

１. 撮影された空中写真は、カメラレンズを中心とする中心投影であることから、高いと

ころは大きく写るなど土地の比高による歪みを生じているが、正射変換により得られ

たディジタルオルソは地図と同様の正射投影となるので、地図の精度を備えることに

なる。 

  注1： ラインセンサを利用した衛星画像の場合は、中心投影と平行投影の組み合

わせとなる。 

  注2： 高層建物なども考慮して作成されたオルソをトゥルーオルソと呼び、そう

でないものを単にオルソと呼ぶ場合がある。本マニュアルでは後者を対象

とする。 

２. 正射変換には数値地形モデルを用いるが、その成果である正射投影画像では、この数

値地形モデルに合致する地物のみが地図と同様の位置となる。数値地形モデルとして

地表面のデータが採用された場合には、地表面と合致する地物は地図と同様の位置と

なるが、建物の屋根や樹木の樹冠など、地表面との比高差があるものについては、地

図と同様の位置とはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          比高差による建物の倒れ（空中写真の例） 
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比高差による建物の倒れ（IKONOS 衛星画像の例） 

 

３. 数値地形モデルのグリッド間隔と地形形状の関係によっては、局所歪みが生じる。局

所歪みとは、数値写真の画素と１対１で対応できるように内挿処理により数値地形モ

デル内のグリッド間隔を高密度化させ、その内挿された標高点を用いて正射変換する

ために生じる現象で、内挿区間の数値写真が線形に変化していない場合に生じる数値

地形モデルと実際の地形形状の相違に起因する。また、グリッド間隔が密なほど局所

歪みは発生しやすくなる。下図は、表層面の数値表層モデルを使用した正射投影画像

における局所歪みの例で、左図は道路、右図は建物に特徴的な局所歪みが生じてい

る。局所歪みを除去するには、ブレークライン法によって標高点を追加する必要があ

るが、完全に取り除くことは困難である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    道路の局所歪み（空中写真の例）    建物の局所歪み（空中写真の例） 
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  道路の局所歪み（IKONOS 衛星画像の例）建物の局所歪み（IKONOS 衛星画像の例） 

 

 

（正射投影画像の作成） 

第２６条 正射投影画像の作成は、数値写真を標定し、数値地形モデルに基づいて正射

投影画像を作成する。 

２ 正射投影画像の地上分解能は、第１１条第２項の規定に準ずる。 

 

＜第２６条 運用基準＞ 

１． 内部標定は、海外測量(基本図用)作業要領第３編第６章第１２７条(内部標定)の

規定を準用する。 

２． 対地標定は、空中三角測量等で得られた成果を用いて行うものとする。 

 

[解 説]  

１．対地標定は、ディジタルステレオ図化機の機能を用いて、空中三角測量で得られたパ

スポイント及びタイポイントの測地座標とその数値写真の観測座標、あるいは外部標

定要素を直接用いることにより行う。 

２．対地標定は、空中三角測量で得られた成果を用いるほか、これと同等の精度、配点を

満たす標定点を用いることもできる。 
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第６節 モザイク 

 

（要 旨） 

第２７条 モザイクとは、隣接する正射投影画像をディジタル処理により結合させ、モ

ザイク画像を作成する作業をいう。 

 

（方 法） 

第２８条 モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物のくい違い及び色

調差が生じないように結合を行うものとする。 

２ モザイクは、数値写真の中央部に相当する部分の正射投影画像を用いて行うこ

とを標準とする。 

 

＜第２８条 運用基準＞ 

１． 正射投影画像の結合及び隣接図郭画像との接合は、線状対象物において不合の

ないように努め、その他の対象物においても水平位置の制限を超えないように

行うものとする。 

２． 正射変換されていない数値写真は、モザイクしないものとする。 

３． 色調は、正射投影画像間での差が生じないように努めるものとする。 

 

[解 説]  

１．モザイクは、隣接する画像の重複部分を利用して位置合わせと色合わせを行った後、

隣接する正射投影画像を接合することをいう。ディジタルオルソのモザイクでは、位

置と座標系が統一された複数の正射投影画像に対して、下記の処理手順で行われる。 

① 濃度補正 

濃度補正は、数値写真ごとに異なる濃淡や色調を可能な限り一致させる。 

② 濃度変換による色合わせ 

濃度変換による色合わせは、重複部分の画像を利用して複数の数値写真間にあ

る濃淡や色調の相違の中で、系統的には補正することが不可能な画像間の濃淡・

色調の差を可能な限り一致させるように行う。 

③ 接合点の探索 

接合点の探索は、接合すべき断面内において最も接合しやすい点を探索する。

接合しやすい点には、数値写真間の濃度差が最も小さな点、あるいはそれぞれの

画像内で濃度が急激に変化する点が考えられる。濃度が急激に変換する点として

は、道路や尾根・谷線などがある。 

④ 接合点周辺の濃度の平滑化 

接合点周辺の濃度変化の平滑化は、画像が接合されている境界部において不連
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続な色を、断面ごとに接合点両側の一定区間での比例配分によって行う。 

２．本マニュアルにしたがって作成した正射投影画像に、品質の異なる正射投影画像や数

値写真をモザイクする場合には、その範囲と品質が明瞭に区分できるようにしなけれ

ばならない。 

 

（モザイク画像の点検） 

第２９条 モザイク画像の点検は、主要地物（道路等）の接合部の位置ずれ、正射投影

画像間の色調の差について行うものとする。 

 

＜第２９条 運用基準＞ 

１． 接合部の位置ずれについては、著しい歪みや段差について点検するものとす

る。 

２． 接合部の色調の差については、著しい相違について点検するものとする。 

[解 説] 

１. 高層建築物等により接合が困難な場合は、機構と作業機関との間で協議を行う。 

２. 位置ずれの歪みや段差は、次表を満たしているか点検する。 

 

地図情報レベル 位置ずれ精度 

2500 1.75 m 以内 

5000 3.50 m 以内 

10000 7.00 m 以内 

25000 17.50 m 以内 

50000 35.00 m 以内 

100000 70.00 m 以内 

 

３. 色調の差は、主観的な要素が強いため、事前に機構と作業機関の間で協議したサンプ

ル等を用いて点検する。 

 

第７節 ディジタルオルソデータファイルの作成 

 

（要 旨） 

第３０条 ディジタルオルソデータファイルの作成とは、モザイク画像からディジタル

オルソデータファイルを図郭単位に切り出すとともに、ディジタルオルソデー

タファイルの位置情報として位置情報ファイルを作成し、仕様にしたがって電

子記録媒体に記録する作業をいう。 
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＜第３０条 運用基準＞ 

１． 隣接する図郭においては、同一のモザイク画像から図郭単位へ切り出すものとす

る。 

２． 注記や行政界等のデータを取得した場合には、国際協力機構海外測量(基本図用)

作業要領第３編第７章数値図化の規定にしたがって格納するものとする。 

 

[解 説]  

図郭をまたぐ位置において、見映えをよくするために隣接する図郭で使用する正射投

影画像を変更すると、接合に位置のズレが生じやすくなる。これを避けるためには、同一

の正射投影画像を使用したモザイク画像から図郭単位へ切り出す。 

 

 

（ディジタルオルソデータファイル等の格納） 

第３１条 ディジタルオルソデータファイルの格納は、図郭単位とし、適宜分割するこ

とができる。 

２ ディジタルオルソデータファイルの位置情報を付加するためのインデックス

ファイルとして、位置情報ファイルを図郭ごとに作成する。 

 

＜第３１条 運用基準＞ 

１． ディジタルオルソデータファイルは、原則として TIFF 仕様で格納するものとす

る。 

２． 位置情報ファイルは、原則としてワールドファイル仕様で格納するものとする。 

 

[解 説]  

１．図郭単位への切り出しにおいては、可能な限り作成範囲全体のモザイク画像を用い、

図郭間での不合が生じないようにしなければならない。 

２．ディジタルオルソデータファイルに画像圧縮を行う場合には、ロスレス圧縮でなけれ

ばならない。 

３．位置情報ファイルは、原則として米国 ESRI 社が画像に測地情報を与えるために提案

したテキスト形式のワールドファイル仕様を用いる。ワールドファイル仕様では、画

像座標系から地上座標系へ変換を行う際の、アフィン変換の 6 パラメータを記述す

る。 
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アフィン変換は(1)式で表される。 

x’ = ax + by + c 

y’ = dx + ey + f  (1) 

 

ここで、 

x’：地上座標系の x 座標（数学系-東西、単位：ｍ） 

y’：地上座標系の y座標（数学系-南北、単位：ｍ） 

x：画像座標系の x 座標（カラム又は列、単位：画素） 

y：画像座標系の y 座標（ロウ又は行、単位：画素） 

a ～ f ：アフィン変数 

 

 これにより原点移動、各軸方向の拡大縮小及び回転を与えることが可能となるが、一

般的には回転はなく、縮尺は各軸方向ともに等しい値で運用されることが多い。回転が

無い場合の位置情報ファイルの例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a 及び e は、x 軸方向、y 軸方向の縮尺を表し、x 軸方向と y 軸方向の縮尺が等しい

場合には絶対値が等しくなる。また、地上座標系と画像座標系の原点が異なるため y 軸

方向の符号が負(－)となる。この値は画像１画素に対する地上座標系での縮尺、すなわ

ち、画像１画素の地上座標系における大きさ、地上分解能に相当する。 

 d 及び b は原点の周りの回転を表すが一般的には回転は無いので、どちらの値も 0.0

となる。 

 c 及び f は x 軸方向、y 軸方向の平行移動量を表す。画像の原点 0,0 の位置（画像

の左上）を平行移動させる量、すなわち、画像左上隅の画素中心位置の地上座標系にお

ける座標値に相当する。単位はｍで、数学系である。位置情報ファイルは通常画像ファ

イルとともに格納される。 

 以下に、地図情報レベル 2500 の図郭番号Ⅸ-JE71-3 を地上分解能 0.4m で作成した

際の位置情報ファイルの作成例を示す。なお、ここでの座標値は全て数学系表示である。 

 

 

0.1  a 

0.0  d 

0.0  b 

-0.1  e 

-28500.00 c 

-33000.00 f 
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４．ワールドファイルの命名則は、画像ファイルの名称に「W」を付したものである。例
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えば、SAMPLE.TIFF の場合は SAMPLE.TIFFW と記述される。しかし、一般的に

はファイル名は 8.3（ファイル名称 8 文字と拡張子 3 文字）の命名則に則っており、

この場合は画像ファイルの拡張子の 1 文字目と 3 文字目及び「W」を拡張子とする

ファイル名とする。SAMPLE.TIF のワールドファイルは SAMPLE.TFW となる。  

（ディジタルオルソデータファイル等の点検） 

第３２条 ディジタルオルソデータファイルの点検は、水平位置、色調、局所歪み及び

接合について行うものとする。 

 

＜第３２条 運用基準＞ 

１． 点検は、図郭単位で行うものとする。 

２． 水平位置の点検は、ディジタルオルソデータファイル上で無作為に抽出された明

瞭な地物とする。 

３． 水平位置の点検は、ディジタルステレオ図化機等を使用して計測された水平座標

とディジタルオルソ上で単画像計測された水平座標を比較することで実施し、精

度管理表にまとめるものとする。 

４． 水平位置の精度は、第１１条第２項の規定に準ずる。 

５． 色調、局所歪み及び接合については、第１１条第２項の水平位置精度を超える著

しい相違や段差について点検するものとする。 

６． 位置情報ファイルは、点検プログラム又はグラフィックディスプレイへの表示等

により、その内容を点検するものとする。 

 

 [解 説]  

１．水平位置の点検は、中山間地域や森林地域等のように水平位置の点検に使用できる明

瞭な地物が十分には存在しない地域については、機構と作業機関との間で点検数や場

所を協議する。 

２．色調及び局所歪みの点検については、主観的な要素が強いため、サンプル等を用いて

合否判定の基準について機構と作業機関との間で合意を得ておく。 

３．ディジタルオルソデータファイルは、数値地形モデルの標高点精度を水平位置精度と

して内包した、二次元のディジタル画像であり、高さ情報は保持していない。 

 

 

第８節 成果等の整理 

 

（成 果 等） 

第３３条 成果等は次のとおりとする。 

(１) ディジタルオルソデータファイル 
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(２) 位置情報ファイル 

(３) 数値地形モデルファイル 

(４) 精度管理表 

(５) その他の資料 

 

＜第３３条 運用基準＞ 

測量成果等は、原則として、電子データで提出するものとする。 

[解 説]  

測量成果の検定を受けた場合には、検定証明書及び検定記録を提出するものとする。 
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第３編 資 料 

 

第１章 標準様式 

 

１. 精度管理表 

 数値地形モデルの作成及びディジタルオルソデータファイルの作成の精度管理は、

ディジタルオルソ作成精度管理表のとおりとする。 

 

２. モザイク品質分類図 

 品質の異なる正射投影画像や数値写真をモザイクした場合には、その範囲をモザイ

ク品質分類図に記載するものとする。 

 

３. 施工管理 

 施工管理は、施工管理における点検作業要領（案）によるものとする。 
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施工管理における点検作業要領（案） 

項 目 要  領（案） 備 考 

測量の種類 ディジタルオルソ作成  

総点検の量 測量区域の総面積の 2％  

ブロック毎
単位点検の
量 

・ 監督員が指示した点検の量。 
・ 測量区域の面積及び状況に応じて地区あるいは作業者

を単位としたブロックに分け、総点検測量の量が 2％
になるように各ブロックの点検測量の量を決める。 

 

点検内容 
数値図化及び目視点検により地物、地形の位置、局所歪み、
接合及び色調等の点検を行う。 

 

点検箇所 監督員の指示による。  

点検箇所選
定の方法 

・ 各地物、地形が包含されている地域。 
・ 2 モデルに渡る地域又はモザイク間の部分。 

 

点検要領 

・ 水平位置の点検は、画像に明瞭で主要な地物、線状物
体等を数値図化し、ディジタルオルソデータファイル
上で計測された同一箇所の座標値と比較する。 

・ 色調、局所歪み、接合については目視点検を行う。 
・ ディジタルオルソデータファイル（形式、位置情報、

地上分解能）は点検プログラム又は目視点検を行う。 

 

判定基準 

・ ディジタルオルソデータファイルと数値図化データを
重ねて位置のずれが所要制限値以内であるか判定す
る。 

・ 局所歪みの有無、モザイク接合のずれが所要制限内で
あるか判定する。 

・ 色調が適正であるかを判定する。 
・ ファイルが作業要領に準拠しているか判定する。 

色調の良否
に つ い て
は、サンプ
ル等を用い
て監督員と
協議する。 

整理・提出 

（納品）形式 

・ ディジタルオルソデータファイル上に数値図化等のデ
ータを重ね合わせた出力図を作成し、点検箇所、番号
及びモザイク接合位置を赤線で表示する。測量作業名、
点検者、図郭番号、点検期間、撮影縮尺、地上分解能、
スキャニング分解能、グリッド間隔を記載し「施工管
理図」としてまとめ提出する。 

・ 位置精度については、点検した地点の位置のずれを一

覧表「位置精度の点検結果」にまとめ提出する。 

・ 局所歪み、接合、色調の不良箇所については、その良
否を判定し、「色調・歪み・接合の点検結果」にまとめ
る。主な点検箇所の画像を抽出し、点検付図を作成し
提出する。 
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施工管理図 

測量作業者  点検者  

図郭名  点検期間  年  月  日～  年  月 

日 

撮影縮尺（分母）  地上分解能

[m] 

 

スキャニング 

分解能[μｍ] 

 グリッド間隔 

[m] 
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水平位置精度の点検結果 

測量作業者  点検者  

図郭名  点検期間  年  月  日～  年  月 

日 

撮影縮尺（分母）  地上分解能

[m] 

 

スキャニング 

分解能[μｍ] 

 グリッド間隔 

[m] 
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色調・歪み・接合の点検結果 

測量作業者  点検者  

図郭名  点検期間  年  月  日～  年  月 

日 

撮影縮尺（分母）  地上分解能

[m] 

 

スキャニング 

分解能[μｍ] 

 グリッド間隔 

[m] 
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第２章 参考資料 

 

空中写真用スキャナの定期点検証明書の事例は下記のとおりである。 

 

 

 

1) ZI Imaging 社製 PhotoScan 
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2) Leica 社製 DSW500 
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